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水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
正
確
な
使
用
水
量
を
把
握
し
、
水
道
料
金
を
算
出
す
る
た
め
、
２
か
月
に
一
度（
奇
数

月
の
中
旬
～
下
旬
）、
水
道
検
針
員
が
各
ご
家
庭
を
訪
問
し
て
検
針
を
行
い
ま
す
。 

　
検
針
員
が
ス
ム
ー
ズ
に
作
業
で
き
る
よ
う
、
次
の
点
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◦�

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
植
木
鉢
な
ど
物
を
置
い
た
り
、
車
を
駐
車
し
た
り
し

な
い
で
く
だ
さ
い
。

◦�

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に
泥
が
入
ら
な
い
よ
う
、
い
つ
も
き
れ
い
に
し
て
く
だ

さ
い
。

◦��

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
周
辺
に
草
木
が
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
場
合
は
、
除
草
や
剪

定
を
お
願
い
し
ま
す
。

◦��

愛
犬
は
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
離
れ
た
場
所
に
つ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◦��

家
の
増
改
築
な
ど
で
水
道
メ
ー
タ
ー
が
床
下
や
屋
内
に
な
ら
な
い
よ
う
気
を
つ
け

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
見
え
に
く
い
場
所
に
あ
る
場
合
は
、
検
針
し
や
す
い
場
所

に
移
し
て
く
だ
さ
い（
移
設
費
は
使
用
者
負
担
）。

（
表
面
）

　
①
お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、
お
客
様
番
号
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　
②
前
回
の
水
道
使
用
量
お
よ
び
請
求
額
な
ど
の
情
報
で
す
。

　
③
今
回
の
水
道
メ
ー
タ
ー
の
指
針
や
水
道
使
用
量
、
請
求
予
定
額
な
ど
の
情
報
で
す
。

　
④�
下
水
道
使
用
料
を
人
員
割
で
算
出
し
て
い
る
場
合
は
、
世
帯
人
数（
減
免
が
あ
る
場

合
減
免
後
の
人
数
）が
表
示
さ
れ
ま
す
。

（
裏
面
）

　
⑤
水
道
料
金
お
よ
び
下
水
道
使
用
料
の
計
算
表
で
す
。

の
検
針
と
漏
水
確
認
の
お
願
い

「
検
針
票
」で
漏
水
の
チ
ェ
ッ
ク
を
！

　
検
針
後
に
郵
便
受
け
な
ど
に「
使
用
水
量
の
お
知
ら
せ（
検
針
票
）」を
投
函
し
ま
す
。

　
家
族
構
成
や
生
活
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
急
激
に
使
用
水
量
が

増
え
た
な
ど
の
場
合
は
、
漏
水
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
検
針
票
か
ら
気
付
く
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
使
用
水
量
の
お
知
ら
せ
の
見
方
】②

③

④

①

（表面）

⑤

（裏面）
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クロスコネクションの例

ポンプ

井戸

バルブ

水道本管

メーター

町ホームページ

日野川の水質保全にご協力ください！
安心でおいしい水道水をお届けするために…

　日野川地区水道管理事務所では、日野川（八乙女取水口）から河川水を取り、最新設備により水道水を
つくり、南越前町をはじめ５つの市町にお届けしております。
　安心でおいしい水道水を安定してお届けするため、日野川の水が汚れないよう、次のことにご協力を
お願いします。

	�川や側溝に、ゴミ、油（灯油、エンジンオイル等）、塗料や薬品などを捨てないで
ください。
	誤って油などが流れ出た場合は、すぐに管理事務所までご連絡ください。

■問合せ　福井県日野川地区水道管理事務所　℡ 0778－22－0301

水
道
管
が
違
法
な
配
管（
ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
）に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
「
町
の
水
道
の
給
水
管
」と「
井
戸
な
ど
の
水
道
以
外
の
管
」が
接
続
さ
れ
て
い

る
状
態
の
こ
と
を
ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
と
言
い
ま
す
。
必
要
に
応
じ
て
バ
ル

ブ
で
切
り
替
え
て
使
用
す
る
こ
と
も
同
様
で
す
。

●
ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
理
由

　
バ
ル
ブ
の
故
障
や
操
作
不
良
な
ど
に
よ
り
、
井
戸
水
な
ど
が
水
道
本
管
に
逆

流
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
逆
流
し
た
水
が
汚
染
さ
れ
て
い
た
場
合
、
周
辺
の

家
庭
で
は
飲
用
に
適
さ
な
い
危
険
な
水
を
飲
ん
で
し
ま
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、

水
質
汚
染
の
程
度
に
よ
っ
て
は
広
範
囲
に
健
康
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
水
道
水
の
汚
染
を
予
防
し
安
全
性
を
確
保
す
る
と
い
う
公
衆
衛
生
の
観
点
か
ら
ク
ロ
ス
コ

ネ
ク
シ
ョ
ン
は
水
道
法
に
よ
り「
禁
止
」さ
れ
て
い
ま
す
。

●
ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
場
合
は

　
速
や
か
に
南
越
前
町
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
へ
依
頼
し
、
町
の
水
道
管
と
そ
の
他
の

目
的
の
管
を
切
り
離
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
切
り
離
し
に
要
す
る
費
用
は
、
使
用
者
の
負

担
に
な
り
ま
す
。

※�

給
水
装
置
工
事
業
者（
指
定
工
事
店
）は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
、
井
戸
水
な
ど
が
水
道
本
管
に
逆

流
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
反
対
に
大
量
の
水
道
水
が
井
戸
な
ど
に
流
れ
込
み
、
後
日
思
い
も

よ
ら
な
い
莫
大
な
水
道
料
金
が
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
水
道
料
金
の

免
除
や
減
免
措
置
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
原
因
と
し
て
水
道
水
が
汚
染
さ
れ
、
被
害
が
出
た
場
合

の
費
用
な
ど
に
つ
い
て
も
原
因
者
の
全
額
負
担
と
な
り
ま
す
。

　
安
全
、
安
心
な
水
道
水
が
利
用
で
き
る
よ
う
、
一
人
ひ
と
り
が
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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事
業
か
ら
の
お
知
ら
せ


